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　○提　言
房州うちわ振興協議会　会長 太田　美津江

『千葉教育』菊（No.688）
◆特集　小中一貫教育の現状
○シリーズ　現代の教育事情
　筑波大学　教授 樋口　直宏
　我孫子市教育委員会 
　鴨川市立長狭学園　校長 関口　和則

○提言　
　公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
　 チャリティーズジャパン　東大ハウス
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道　　標
　「交流及び共同学習」は平成16年６月に改正され
た障害者基本法に、「障害のある児童及び生徒と障
害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積
極的に進めることによって、その相互理解を促進し
なければならない」と既定されたことに始まる。こ
れを受け、「特別支援教育の推進について（通知）」 

（平成19年４月文部科学省）において、交流及び共
同学習は、「障害のある幼児児童生徒の社会性や豊
かな人間性を育む上で重要な役割を担っており､ ま
た、障害のない幼児児童生徒が、障害のある幼児児
童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深め
るための機会である。」と明記された。
　我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互
に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指
しており、交流及び共同学習は、障害のある子供に
とっても、障害のない子供にとっても、経験を深 

め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、
お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、
大きな意義を有している。学習指導要領等において
も、交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合
いながら協働して生活していく態度を育むようにす
ることとされている。
　また、令和４年３月に策定した第３次千葉県特別支
援教育推進基本計画の基本的な考え方の一つとして、

「障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒
が可能な限り共に学ぶ体制の充実を図り、相互に理解
を深める教育の実現を目指します。」と示されている。
　各学校においては、これらの意義を理解し、交流及
び共同学習に組織的、計画的、継続的に取り組んでい
るところであろう。本号では、本県における交流及び
共同学習の取組の現状や今後の展望について述べる。
各学校の今後の取組の一助となれば幸いである。


